
お店で加工食品を選ぶとき、

原材料の原産地も

 参考にしてみましょう！

加工食品には、
原料原産地が表示
されています！

平成２９年９月からスタートした本制度は、経過措置

期間を経て、令和4年4月1日から製造・加工される加工食品

に対して、原料原産地表示が義務付けられています。

重量割合の
一番多い
原材料の
産地が表示
されます



一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地表示が

平成２９年９月から、全ての加工食品（輸入品を除く）に

拡大されました。

お店で加工食品を選ぶとき、どんな情報を参考にしていますか？

加工食品の新たな
原料原産地表示制度

食品の包装やパッケージには、名称、原材料名、賞味期限（消費期

限）、栄養成分など、様々な情報が「食品表示基準」に基づき表示さ

れています。

この商品の原材料
は国産かしら？外
国産かしら？

地元の農産物を
使ったものが買
いたいな！

○○県産の果物
を使ったジュー
スが飲みたい！

消費者への調査では、約８割の人が、原料の原産地名を参考にしていると答えています。

原料の原産地に対する消費者の関心の高まりを受けて
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原料原産地はどのように
表示されるの？

全ての加工食品（輸入品を除く）が対象です。

使用されている原材料に占める重量割合が最も
高い原材料（重量割合1位の原材料）が対象です。

名称や内容量、賞味期限などと一緒に一括して
表示される枠の中の「原料原産地名」又は「原
材料名」の欄です。

名称 ふりかけ

原材料名 のり、ごま、砂糖、食塩、
しょうゆ（大豆・小麦を含
む）、みりん

原料原産
地名

有明海（のり）

内容量 ２０グラム

賞味期限 枠外下部記載

保存方法 直射日光、高温多湿をさけて
保存してください。

製造者 ○○株式会社
熊本県△△市△△△ー△

名称 スパゲッティ

原材料名 デュラム小麦のセモリナ（国内製造）

内容量 ６００グラム

賞味期限 枠外上部に記載

保存方法 高温多湿の場所、直射日光を避けて保
存してください。

調理方法 標準ゆで時間７分

販売者 ○○株式会社
東京都○○区○○町○ー○－○

製造所 △△株式会社
神奈川県○○市○○町○ー○－○

原料原産地表示の例
国内製造有明海産

包装容器のどこに
表示されるの？

すべての原材料に
表示されるの？

原料原産地が表示
される加工食品は？

２

基本は国の名前が表示されますが、国産、国内製造の場合は、
都道府県名やその他一般に知られている地名を表示できる
ことになっています。



原料原産地表示の読み方は？

原則は、国別の重量順 に表示されます。

原則の表示方法

原材料が加工食品の場合は、その加工食品の製造地の国名が
「○○製造」と表示されます（製造地表示）。

・この表示例の場合、チョコレートがベルギーで作られたことを意味してい
ます。チョコレートの原材料がベルギー産という意味ではありません。
・加工原材料の生鮮食品までさかのぼって表示することもできることになっ
ています。その場合は、その生鮮食品の名称とともに原産地が表示されます。

名称 チョコレートケーキ

原材料名 チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉・・・

表示例

３－➀

原材料が加工食品の場合

使用割合の多い順に国名が表示されます。

・この表示例の場合、原材料の豚肉は、「アメリカ産」と「国産」の両方が
使用されており、「アメリカ産」の方が「国産」よりも多く使用されている
ことを意味しています。
・３か国以上の場合は、３か国目以降を「その他」と表示してもよいことに
なっています。

名称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（アメリカ産、国産）、豚脂肪・・・

表示例

２か国以上の産地の原材料を混ぜて使用している場合

※上の表示例は、表示場所が「原材料名欄」の例です。このほか、「原料原産地名」
欄を設けて表示してある場合もあります。



原料原産地表示の読み方は？

産地の変動があり、頻繁な包材の切替ができないなどの理由

で、国別重量順表示ができない場合は、

以下のような表示方法があります。

根拠に基づいて、一定の期間の使用割合の多い順に「又は」でつ
ないで国名が表示されます。いつの期間の使用割合による順序か
という注意書きもあわせて表示されます。

・この表示例の場合、昨年度は「アメリカ産」と「国産」の両方を使用し
ており、「アメリカ産」の方が「国産」よりも多く使用した、という意味

です。この商品自体は、「アメリカ産」＞「国産」、「アメリカ産」＜「国産」、
「アメリカ産」のみ、「国産」のみ、のいずれかのパターンになります。
・新製品など、過去の使用実績が使えない場合は、使用計画による表示順
になります。
・「又は表示」をした場合であって、過去の一定期間の使用割合が５％未
満の産地は、産地の次に「（５％未満）」と表示されます。

名称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（アメリカ産又は国産）、豚脂肪・・・

一定の期間に使用している産地が3か国以上の外国産である場合は、

「輸入」、「外国産」などと表示できることになっています。

・この表示例の場合、3か国以上の外国産の豚肉の使用実績がある、又は使用
予定であり、それらの使用割合の順序には変動がある、という意味です。国
産の原材料は使用されていないことを意味しています。

名称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（輸入）、豚脂肪・・・

表示例

表示例

３－②

又は表示

大括り表示

※豚肉の産地は、昨年度の使用実績順によるものです。

注意書き

表示順序の根拠
がセットで表示さ
れます。



原料原産地表示の表示例

名称 チョコレート菓子

原材料名 砂糖（北海道製造）、卵白、小麦
粉、全粉乳、油脂加工品（バター、
植物油脂、牛乳）、ココアバター、
ショートニング、クリーム、でん
粉、／乳化剤、香料、（一部に小
麦、卵、乳成分、大豆含む）

名称 油菓子

原材料名 さつまいも（九州）、砂糖、植物
油脂（なたね油（遺伝子組換え不
分別）、パーム油）

1番多い原材料は「さつまいも」であ
り、その産地は「九州」です。

1番多い原材料は「砂糖」であり、
その「砂糖」は「北海道で製造」さ
れたものです。
※北海道産の原材料を使用した砂糖
という意味ではありません。

名称 洋生菓子

原材料名 砂糖（さとうきび（国産））、り
んご果汁（りんご（国産））、／
ゲル化剤（デキストリン、寒天、
キサンタンガム、ローカストビー
ンガム）

1番多い原材料は「砂糖」であり、
その「砂糖」は「国産」の「さとう
きび」を使用しています。
また、2番目に多い原材料に表示義
務はありませんが、「りんご果汁」
は「国産」の「りんご」を使用して
いることを表示しています。

【芋けんぴ】の場合

【りんごを使った洋生菓子】の場合

【ラングドシャクッキー】の場合

【冷凍かにクリームコロッケ】の場合

名称 冷凍かにクリームコロッケ

原材料名 生乳（北海道）、かに、たまねぎ、
小麦粉、ショートニング、ゼラチ
ン、バター、植物油脂、砂糖、乳
製品、全粉乳、ほたてエキス、食
塩、白ワイン、チキンコンソメ、
かにエキス、香辛料、衣（パン粉、
小麦粉、植物油脂、デキストリン、
粉末油脂、でん粉）、揚げ油
（パーム油、米油）／加工でん粉、
乳化剤（大豆由来）、増粘剤（ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロー
ス、増粘多糖類）、調味料（アミ
ノ酸等）、膨張剤、着色料（アナ
トー色素、カラメル）、香料

1番多い原材料は「生乳」であり、そ
の産地は「北海道」です。

※ 以下の表示例では、名称と原材料以外の表示を省略しています。また、
原料原産地の表示場所を「原材料名欄」にした例です。

４－➀



名称 ぎょうざ

原材料名 野菜（キャベツ、たまねぎ、にら、
にんにく）、食肉（豚肉（国産）、
牛肉）、豚脂、卵白（卵を含む）、
砂糖、食塩、皮（小麦粉、なたね
油、食塩、しょうゆ（大豆・小麦
を含む）、サフラワー油）

名称 トマトジュース

原材料名 トマト（輸入）、食塩

1番多い原材料は「トマト」であり、 
3か国以上の外国産トマトの使用実
績がある、又は使用予定であるとい
う意味です。また、その各産地の順
位は一定ではなく、変動があること
を意味しています。
国産のトマトは使用されていないこ
とがわかります。

1番初めには野菜がまとめて表示さ
れ、次に食肉がまとめて表示されて
いますが、個別にみて1番多い原材
料は「豚肉」であり、その産地は
「日本」です。

名称 いちごジャム（プレザーブスタイ
ル）

原材料名 いちご（チリ産又はアメリカ産）、
糖類（砂糖、ぶどう糖）、／ゲル
化剤（ペクチン）、酸味料

1番多い原材料は「いちご」であり、
その産地は「チリ」か「アメリカ」
かその両方です。昨年度は、アメリ
カ産よりチリ産を多く使った実績が
あることがわかります。

【トマトジュース】の場合

【いちごジャム】の場合

【餃子】の場合

【プロセスチーズ】の場合

種類別 プロセスチーズ

原材料名 ナチュラルチーズ（オーストラリ
ア製造又はニュージーランド製
造）、バター／乳化剤

1番多い原材料は「ナチュラルチー
ズ」であり、その「ナチュラルチー
ズ」は「オーストラリア」か
「ニュージーランド」かその両方で
製造されたものです。過去２年間で
は、ニュージーランド製造のものよ
りオーストラリア製造のものを多く
使った実績があることがわかります。

※ 以下の表示例では、名称と原材料以外の表示を省略しています。また、
原料原産地の表示場所を「原材料名欄」にした例です。

※いちごの産地は、昨年度の使用実績順による
ものです。

※ナチュラルチーズの製造地は、過去２年間
の使用実績順。

原料原産地表示の表示例４－②



「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」

米トレー サビリティ法とは…

問題が発生した場合などに、流通ル ー トを速やかに

特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、

産地情報を取引先や一 般消費者に伝達することを義務付けるものです。

取引記録の作成・保存

問題が発生した場合の
流通ルー トの速やかな特定と回収

産地情報伝達

産地情報を一般消費者まで伝達

農林水産雀







米穀流通・食品表示監視室

TEL：0120-714-110
（ガイダンス番号「３」）

TEL：098-866-1672
米穀流通・食品表示監視課
TEL：0120-051-031

米穀流通・食品表示監視課

TEL：0120-796-110
米穀流通・食品表示監視課

TEL：0120-646-110

米穀流通・食品表示監視課
TEL：0120-087-110

米穀流通・食品表示監視課
TEL：0120-558-110

米穀流通・食品表示監視課

TEL：0120-005-110
米穀流通・食品表示監視課

TEL：0120-317-142

米穀流通・食品表示監視課
TEL：0120-242-110

2025.06





食品表示法等に基づく監視業務 ①

農林水産省では、食品表示法や米トレーサビリティ法など
の各種法令に基づき、都道府県および政令指定都市等と役
割を分担しながら、食品表示の適正化および米穀等の適正
な流通の確保に努めるとともに、消費者の信頼確保を目的
として、監視業務を実施しています。

☆監視業務の必要性

・食品は、見た目で品質を判断することが難しい。
・農林水産物は、産地や用途によって価格に大き
な差がある。

・消費者の食に対する信頼を損ねる。
・偽装食品などが容易に流通することにより、農
林水産物の評価が適正に行われず、市場流通が混
乱するだけでなく、生産者などの努力が正当に報
われない。

食品表示ルール遵守の監視が不可欠

関東農政局では、
１．食品表示法
２． 法
３．牛トレーサビリティ法
４．米トレーサビリティ法
５．食糧法
６．農産物検査法
７．水産流通適正化法

に基づく監視業務を実施しています。



TBS「情報7daysニュースキャスター」の
お仕事紹介コーナー「FOCUS:」で、「農
林水産省の監視業務」が紹介されました。

下記検索ワード又はQRコードをご活用ください。

食品表示法等に基づく監視業務 ②

調 査（消費者庁・国税庁・農林水産省・都道府県・政令指定都市）

【食品表示基準違反への対応】

指
示

是正の指示
業者名の公表 等
消費者庁・国税庁・農林水産省
都道府県・政令指定都市〔 〕

命
令

指示に従うよう命令・公表
（消費者庁のみ）

指示に従わなければ

命令に従わなければ

個人：１年以下の懲役又は
１００万円以下の罰金

法人：１億円以下の罰金

罰
則

原産地の偽装
（原料原産地を含む）

直
罰
規
定
の
適
用

罰
則

個人：２年以下の懲役又は
２００万円以下の罰金

法人：１億円以下の罰金

食品表示 メン 検索

農林水産省による指示・勧告等の実績
令和７年度（令和７年９月３０日現在）
・食品表示法 ２件
・牛トレーサビリティ法 ３件

令和６年度
・食品表示法 ２４４件
・米トレーサビリティ法 １０件
・牛トレーサビリティ法 ９１件
・ＪＡＳ法（有機ＪＡＳ） １６件

（注）食品表示法の指導件数は、農林水産省のほか、
消費者庁及び国税庁が行った指導件数を含みます。

違反に関する指導件数等

令和６年度
・食品表示法 １６件
・牛トレーサビリティ法 ４件
・ＪＡＳ法（有機ＪＡＳ） １件

最新の情報はこちら
（農林水産省ホームページ）
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